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(57)【要約】
【課題】半導体素子の各電極とリードとを接合するワイヤがマイグレーションを起こし難
く、耐湿信頼性、高温保管性に優れた半導体装置を提供すること。
【解決手段】半導体素子と、該半導体素子を固定するダイパッドと、複数のリードとを封
止用エポキシ樹脂組成物により封止してなり、前記半導体素子の各電極パッドと前記リー
ドとがワイヤで接合されている半導体装置であって、
前記ワイヤが銀純度９９．９重量％以上の純銀製ワイヤであり、
前記封止用エポキシ樹脂組成物が含硫黄元素化合物を含むことを特徴とする半導体装置。
【選択図】　なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体素子と、該半導体素子を固定するダイパッドと、複数のリードとを封止用エポキ
シ樹脂組成物により封止してなり、前記半導体素子の各電極パッドと前記リードとがワイ
ヤで接合されている半導体装置であって、
前記ワイヤが銀純度９９．９重量％以上の純銀製ワイヤであり、
前記封止用エポキシ樹脂組成物が含硫黄元素化合物を含むことを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　前記含硫黄元素化合物がメルカプト基を有する化合物、及び／又は、温度６０℃、相対
湿度６０％以上の高温高湿下でメルカプト基を有する化合物を生成する化合物であること
を特徴とする請求項１記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記含硫黄元素化合物が含硫黄元素シランカップリング剤であることを特徴とする請求
項１記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記含硫黄元素化合物が下記一般式（１）で表される化合物であることを特徴とする請
求項１記載の半導体装置。
【化１】

（ただし、上記一般式（１）において、Ｒ１は水素原子、又は、メルカプト基、アミノ基
、水酸基もしくはそれらの官能基を有する炭化水素基を示す。）
【請求項５】
　前記封止用エポキシ樹脂組成物が臭素化合物及び酸化アンチモンを含まないことを特徴
とする請求項１ないし請求項４のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項６】
　半導体素子と、該半導体素子を固定するダイパッドと、複数のリードとを封止用エポキ
シ樹脂組成物により封止してなり、前記半導体素子の各電極パッドと前記リードとが純銀
製ワイヤで接合されている半導体装置に用いる封止用エポキシ樹脂組成物であって、
前記封止用エポキシ樹脂組成物が含硫黄元素化合物を含むことを特徴とする封止用エポキ
シ樹脂組成物。
【請求項７】
　前記含硫黄元素化合物がメルカプト基を有する化合物、及び／又は、温度６０℃、相対
湿度６０％以上の高温高湿下でメルカプト基を有する化合物を生成する化合物であること
を特徴とする請求項６記載の封止用エポキシ樹脂組成物。
【請求項８】
　前記含硫黄元素化合物が含硫黄元素シランカップリング剤であることを特徴とする請求
項６記載の封止用エポキシ樹脂組成物。
【請求項９】
　前記含硫黄元素化合物が下記一般式（１）で表される化合物であることを特徴とする請
求項６記載の封止用エポキシ樹脂組成物。



(3) JP 2008-166314 A 2008.7.17

10

20

30

40

50

【化１】

（ただし、上記一般式（１）において、Ｒ１は水素原子、又は、メルカプト基、アミノ基
、水酸基もしくはそれらの官能基を有する炭化水素基を示す。）
【請求項１０】
　前記封止用エポキシ樹脂組成物が臭素化合物及び酸化アンチモンを含まないことを特徴
とする請求項６ないし請求項９のいずれかに記載の封止用エポキシ樹脂組成物。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置及びこれに用いる封止用エポキシ樹脂組成物に関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
　従来からダイオード、トランジスタ、集積回路等の電子部品は、主にエポキシ樹脂組成
物を用いて封止されている。特に集積回路では、エポキシ樹脂、フェノール樹脂系硬化剤
、及び溶融シリカ、結晶シリカ等の無機充填材を配合した耐熱性、耐湿性に優れたエポキ
シ樹脂組成物が用いられている。ところが近年、電子機器の小型化、軽量化、高性能化の
市場動向において、半導体素子の高集積化が年々進み、また半導体装置の表面実装化が促
進されるなかで、半導体素子の封止に用いられているエポキシ樹脂組成物への要求は益々
厳しいものとなってきている。更に半導体装置に対するコストダウンの要求も激しく従来
の金線接続ではコストが高いため、アルミ、銀合金、銅などの金属による接合も一部採用
されている。しかしながら、特に自動車用途においては、コストに加え高温保管特性、耐
湿信頼性といった電気的信頼性も要求され、前記非金ワイヤではマイグレーション、腐食
、電気抵抗値増大といった問題があり必ずしも満足できるものではなかった。
【０００３】
　特に銀製ワイヤを用いた半導体装置においては、耐湿信頼性試験において銀がマイグレ
ーションを起こし易すく信頼性にかけるといった欠点を解決するために、から外側を絶縁
皮膜で被覆したり（例えば、特許文献１参照。）、他の金属と合金化したりする（例えば
、特許文献２参照。）ことで改良しようとしたものもあるが、極めてコストが高くなり必
ずしも満足できるものではなかった。
【０００４】
【特許文献１】特開２０００－１９５８９２
【特許文献２】特開平１０－３０３２３８
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、半導体素子の各電極とリードとを接合するワイヤがマイグレーションを起こ
し難く、耐湿信頼性、高温保管性に優れた半導体装置を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　このような目的は、下記［１］～［１０］に記載の本発明により達成される。
　［１］　半導体素子と、該半導体素子を固定するダイパッドと、複数のリードとを封止
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用エポキシ樹脂組成物により封止してなり、前記半導体素子の各電極パッドと前記リード
とがワイヤで接合されている半導体装置であって、前記ワイヤが銀純度９９．９重量％以
上の純銀製ワイヤであり、前記封止用エポキシ樹脂組成物が含硫黄元素化合物を含むこと
を特徴とする半導体装置。
　［２］　前記含硫黄元素化合物がメルカプト基を有する化合物、及び／又は、温度６０
℃、相対湿度６０％以上の高温高湿下でメルカプト基を有する化合物を生成する化合物で
あることを特徴とする第［１］項記載の半導体装置。
　［３］　前記含硫黄元素化合物が含硫黄元素シランカップリング剤であることを特徴と
する第［１］項記載の半導体装置。
　［４］　前記含硫黄元素化合物が下記一般式（１）で表される化合物であることを特徴
とする第［１］項記載の半導体装置。
【０００７】
【化１】

（ただし、上記一般式（１）において、Ｒ１は水素原子、又は、メルカプト基、アミノ基
、水酸基もしくはそれらの官能基を有する炭化水素基を示す。）
【０００８】
　［５］　前記封止用エポキシ樹脂組成物が臭素化合物及び酸化アンチモンを含まないこ
とを特徴とする第［１］項ないし第［４］項のいずれかに記載の半導体装置。
　［６］　半導体素子と、該半導体素子を固定するダイパッドと、複数のリードとを封止
用エポキシ樹脂組成物により封止してなり、前記半導体素子の各電極パッドと前記リード
とが純銀製ワイヤで接合されている半導体装置に用いる封止用エポキシ樹脂組成物であっ
て、前記封止用エポキシ樹脂組成物が含硫黄元素化合物を含むことを特徴とする封止用エ
ポキシ樹脂組成物。
　［７］　前記含硫黄元素化合物がメルカプト基を有する化合物、及び／又は、温度６０
℃、相対湿度６０％以上の高温高湿下でメルカプト基を有する化合物を生成する化合物で
あることを特徴とする第［６］項記載の封止用エポキシ樹脂組成物。
　［８］　前記含硫黄元素化合物が含硫黄元素シランカップリング剤であることを特徴と
する第［６］項記載の封止用エポキシ樹脂組成物。
　［９］　前記含硫黄元素化合物が下記一般式（１）で表される化合物であることを特徴
とする第［６］項記載の封止用エポキシ樹脂組成物。
【０００９】
【化１】

（ただし、上記一般式（１）において、Ｒ１は水素原子、又は、メルカプト基、アミノ基
、水酸基もしくはそれらの官能基を有する炭化水素基を示す。）
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【００１０】
　［１０］　前記封止用エポキシ樹脂組成物が臭素化合物及び酸化アンチモンを含まない
ことを特徴とする第［６］項ないし第［９］項のいずれかに記載の封止用エポキシ樹脂組
成物。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明に従うと、半導体素子の各電極とリードとを接合するワイヤがマイグレーション
を起こし難く、耐湿信頼性、高温保管性に優れた半導体装置を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　半導体素子と、該半導体素子を固定するパッドと、複数のリードとを封止用エポキシ樹
脂組成物により封止してなり、前記半導体素子の各電極と前記リードとがワイヤで接合さ
れている半導体装置であって、前記ワイヤが銀純度９９．９重量％以上の純銀製ワイヤで
あり、前記封止用エポキシ樹脂組成物が含硫黄元素化合物を含むことにより、半導体素子
の各電極とリードとを接合するワイヤがマイグレーションを起こし難く、耐湿信頼性、高
温保管性に優れた半導体装置を得ることができるものである。
　以下、各成分について詳細に説明する。
【００１３】
　本発明に用いられる純銀製ワイヤは、銀純度９９．９重量％以上のものである。一般に
純銀に対して各種元素（ドーパント）を添加することでマイグレーション自体は改善する
ことが出来るが、０．１重量％以上の大量のドーパントを添加すると、ワイヤが硬くなる
ことで接合時にパッド側にダメージを与え、接合不足起因の耐湿信頼性の低下、高温保管
特性の低下、電気抵抗値の増大といった不具合を生じる。また、コストが上昇するという
点でも不利な面がある。これに対し、銀純度９９．９重量％以上の純銀製ワイヤであれば
、ワイヤは充分な柔軟性を有しているため、接合時にパッド側にダメージを与えることが
なく、接合不足起因の耐湿信頼性の低下、高温保管特性の低下、電気抵抗値の増大といっ
た不具合が発生する恐れがない。本発明は、含硫黄元素化合物を含む封止用樹脂組成物を
用いることで、マイグレーションをも起こし難くすることができるため、耐湿信頼性、高
温保管性に優れた半導体装置を得ることができるものである。
【００１４】
　以下、本発明の封止用エポキシ樹脂組成物について説明する。
　本発明の封止用エポキシ樹脂組成物は含硫黄元素化合物を含むものである。含硫黄元素
化合物としては、特に限定するものではないが、メルカプト基を有する化合物、又は温度
６０℃、相対湿度６０％以上の高温高湿下でメルカプト基を有する化合物を生成する化合
物が好ましく、含硫黄元素シランカップリング剤、下記一般式（１）で表される化合物が
より好ましい。これら硫黄元素を含有する化合物を樹脂組成物中に添加することで、銀が
マイグレーションする際に、銀イオンをＡｇ2Ｓの不導体に変換しマイグレーションを抑
えることが可能となるものである。
【００１５】
【化１】

（ただし、上記一般式（１）において、Ｒ１は水素原子、又は、メルカプト基、アミノ基
、水酸基もしくはそれらの官能基を有する炭化水素基を示す。）
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【００１６】
　本発明の封止用エポキシ樹脂組成物で用いられる含硫黄元素シランカップリング剤は、
特に構造に制限はないが、例えば、γ－メルカプトプロピルトリメトキシシラン、γ－メ
ルカプトプロピルトリエトキシシラン、ビス（３－トリエトキシシリルプロピル）テトラ
スルファン、ビス（３－トリエトキシシリルプロピル）ジスルファン等があげられる。含
硫黄元素シランカップリング剤の配合割合に関しては特に制限はないが、好ましくは樹脂
組成物中に０．０５重量％以上０．５重量％以下、更に好ましくは０．１重量％以上０．
３重量％以下の範囲である。上記下限値を下回わらない範囲であれば、十分なマイグレー
ション抑止効果が発揮される。また、上記上限値を超えない範囲であれば、揮発分増大に
よる成形品ボイドの発生を抑えることができる。
【００１７】
　また、本発明の封止用エポキシ樹脂組成物で用いられる一般式（１）で表される化合物
は、特に構造に制限はないが、例えば、３－アミノ－１，２，４－トリアゾール－５－チ
オール、３，５－ジメルカプト－１，２，４－トリアゾール、５－メルカプト－１，２，
４－トリアゾール－３－メタノール、２－（４'－モルホリノジチオ）ベンゾチアゾール
などが挙げられる。一般式（１）式で表される化合物の配合割合としては特に限定するも
のではないが、樹脂組成物全体に対して、０．０１重量％以上０．５重量％以下であるこ
とが好ましい。上記下限値を下回わらない範囲であれば、十分なマイグレーション抑止効
果が発揮される。また、上記上限値を超えない範囲であれば、樹脂組成物の粘度上昇によ
る充填性の低下を抑えることができる。
【００１８】
　本発明の封止用エポキシ樹脂組成物には、含硫黄元素化合物の他、エポキシ樹脂、硬化
剤、硬化促進剤、無機充填材を用いることができる。
　本発明の封止用エポキシ樹脂組成物に用いることができるエポキシ樹脂は、１分子内に
エポキシ基を２個以上有するモノマー、オリゴマー、ポリマー全般であり、その分子量、
分子構造を特に限定するものではないが、例えば、フェノールノボラック型エポキシ樹脂
、オルソクレゾールノボラック型エポキシ樹脂、ジシクロペンタジエン変性エポキシ樹脂
、ナフトールノボラック型エポキシ樹脂、フェニレン骨格を有するフェノールアラルキル
型エポキシ樹脂、ビフェニレン骨格を有するフェノールアラルキル型エポキシ樹脂、フェ
ニレン骨格を有するナフトールアラルキル型エポキシ樹脂、ビフェニレン骨格を有するナ
フトールアラルキル型エポキシ樹脂、スチルベン型エポキシ樹脂、トリフェノールメタン
型エポキシ樹脂、アルキル変性トリフェノールメタン型エポキシ樹脂、トリアジン核含有
エポキシ樹脂等が挙げられ、これらは１種類を単独で用いても２種類以上を併用してもよ
い。エポキシ樹脂全体の配合割合としては特に限定されないが、樹脂組成物全体に対して
、３重量％以上１５重量％以下であることが好ましく、５重量％以上１３重量％以下であ
ることがより好ましい。エポキシ樹脂全体の配合割合が上記範囲内であると、耐半田性の
低下、流動性の低下等を引き起こす恐れが少ない。
【００１９】
　本発明の封止用エポキシ樹脂組成物に用いることができる硬化剤は、エポキシ樹脂と反
応して硬化させるものであれば特に限定されず、それらの具体例としてはフェノール樹脂
系硬化剤、ビスフェノールＡなどのビスフェノール化合物、無水マレイン酸、無水フタル
酸、無水ピロメリット酸などの酸無水物およびメタフェニレンジアミン、ジアミノジフェ
ニルメタン、ジアミノジフェニルスルホンなどの芳香族アミンなどが挙げられこれらを単
独で用いても、２種以上の硬化剤を併用しても良い。
【００２０】
　これらの硬化剤の中でも特にフェノール樹脂系硬化剤を用いることが好ましい。フェノ
ール樹脂系硬化剤は、１分子内にフェノール性水酸基を２個以上有するモノマー、オリゴ
マー、ポリマー全般を言い、その分子量、分子構造を特に限定するものではないが、例え
ばフェノールノボラック樹脂、クレゾールノボラック樹脂、ナフトールアラルキル樹脂、
トリフェノールメタン樹脂、テルペン変性フェノール樹脂、ジシクロペンタジエン変性フ
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ェノール樹脂、フェノールアラルキル樹脂、フェニレン骨格を有するフェノールアラルキ
ル樹脂、ナフタレン骨格を持つもの等が挙げられ、これらは１種類を単独で用いても２種
類以上を併用してもよい。フェノール樹脂系硬化剤全体の配合割合としては特に限定され
ないが、樹脂組成物全体に対して、２重量％以上８重量％以下であることが好ましく、２
．５重量％以上７重量％以下であることがより好ましい。フェノール樹脂系硬化剤の配合
割合が上記範囲内であると、耐半田性の低下、流動性の低下等を引き起こす恐れが少ない
。
【００２１】
　また、全エポキシ樹脂のエポキシ基数（Ｅｐ）と全フェノール樹脂系硬化剤のフェノー
ル性水酸基数（Ｐｈ）との当量比（Ｅｐ／Ｐｈ）としては、０．５～２が好ましく、０．
７～１．５がより好ましい。上記範囲内であれば、耐湿性、硬化性などの低下を抑えるこ
とができる。
【００２２】
　本発明の封止用エポキシ樹脂組成物に用いることができる硬化促進剤は、エポキシ樹脂
のエポキシ基と硬化剤（たとえば、フェノール樹脂系硬化剤のフェノール性水酸基）との
架橋反応を促進させるものであればよく、一般に封止材料に使用するものを用いることが
できる。例えば、１、８－ジアザビシクロ（５、４、０）ウンデセン－７等のジアザビシ
クロアルケン及びその誘導体；トリフェニルホスフィン、メチルジフェニルホスフィン等
の有機ホスフィン類；２－メチルイミダゾール等のイミダゾール化合物；テトラフェニル
ホスホニウム・テトラフェニルボレート等のテトラ置換ホスホニウム・テトラ置換ボレー
ト；ホスフィン化合物とキノン化合物との付加物等が挙げられ、これらは１種類を単独で
用いても２種以上を併用しても差し支えない。硬化促進剤の配合割合としては特に限定さ
れないが、樹脂組成物全体に対して、０．０５重量％以上１重量％以下であることが好ま
しく、０．１重量％以上０．５重量％以下であることがより好ましい。硬化促進剤の配合
割合が上記範囲内であると、硬化性の低下や流動性の低下を引き起こす恐れが少ない。
【００２３】
　硬化促進剤のうちでは、流動性の観点で、ホスフィン化合物とキノン化合物との付加物
がより好ましい。ホスフィン化合物とキノン化合物との付加物に用いられるホスフィン化
合物としては、例えば、トリフェニルホスフィン、トリ－ｐ－トリルホスフィン、ジフェ
ニルシクロヘキシルホスフィン、トリシクロヘキシルホスフィン、トリブチルホスフィン
などが挙げられる。また、ホスフィン化合物とキノン化合物との付加物に用いられるキノ
ン化合物としては、例えば、１，４－ベンゾキノン、メチル－１，４－ベンゾキノン、メ
トキシ－１，４－ベンゾキノン、フェニル－１，４－ベンゾキノン、１，４－ナフトキノ
ンなどが挙げられる。これらホスフィン化合物とキノン化合物との付加物のうち、トリフ
ェニルホスフィンと１，４－ベンゾキノンとの付加物が好ましい。ホスフィン化合物とキ
ノン化合物との付加物の製造方法としては特に制限はないが、例えば、原料として用いら
れるホスフィン化合物とキノン化合物とを両者が溶解する有機溶媒中で付加反応させて単
離すればよい。
【００２４】
　本発明の封止用エポキシ樹脂組成物に用いることができる無機充填材の種類については
特に制限はなく、一般に封止材料に用いられているものを使用することができる。例えば
溶融シリカ、結晶シリカ、２次凝集シリカ、アルミナ、チタンホワイト、水酸化アルミニ
ウム、タルク、クレー、ガラス繊維等が挙げられ、これらは１種類を単独で用いても２種
類以上を併用してもよい。特に溶融シリカが好ましい。溶融シリカは、破砕状、球状のい
ずれでも使用可能であるが、含有量を高め、且つエポキシ樹脂組成物の溶融粘度の上昇を
抑えるためには、球状シリカを主に用いる方がより好ましい。更に球状シリカの含有量を
高めるためには、球状シリカの粒度分布をより広くとるよう調整することが好ましい。全
無機充填材の含有割合は、成形性、信頼性のバランスから樹脂組成物全体に対して、８４
重量％以上９２重量％以下であることが好ましく、更に好ましくは８７重量％以上９２重
量％以下である。上記下限値を下回わらない範囲であれば、低吸湿性、低熱膨張性が得ら
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れるため、耐半田性が不十分となる恐れが少ない。また、上記上限値を超えない範囲であ
れば、流動性が低下し成形時に充填不良等が生じたり、高粘度化による半導体装置内のワ
イヤ流れ等の不都合が生じたりする恐れが少ない。
【００２５】
　本発明の封止用エポキシ樹脂組成物は、更に必要に応じて、酸化ビスマス水和物等の無
機イオン交換体；炭酸カルシウム、クレー、ハイドロタルサイト類といったｐＨ緩衝材；
γ－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン等のカップリング剤；カーボンブラック、
ベンガラ等の着色剤；シリコーンゴム等の低応力成分；カルナバワックス等の天然ワック
ス、合成ワックス、ステアリン酸亜鉛等の高級脂肪酸及びその金属塩類もしくはパラフィ
ン等の離型剤；酸化防止剤等の各種添加剤を適宜配合してもよい。更に、必要に応じて無
機充填材をエポキシ樹脂あるいはフェノール樹脂で予め処理して用いてもよく、処理の方
法としては、溶媒を用いて混合した後に溶媒を除去する方法や、直接無機充填材に添加し
、混合機を用いて処理する方法等がある。
【００２６】
　本発明の封止用エポキシ樹脂組成物は、前述の各成分を、例えば、ミキサー等を用いて
常温混合したもの、更にその後、ロール、ニーダー、押出機等の混練機で溶融混練し、冷
却後粉砕したものなど、必要に応じて適宜分散度や流動性等を調整したものを用いること
ができる。
　本発明の封止用エポキシ樹脂組成物を用いて、半導体素子等の電子部品を封止し、半導
体装置を製造するには、トランスファーモールド、コンプレッションモールド、インジェ
クションモールド等の従来からの成形方法で硬化成形すればよい。
【００２７】
　本発明で封止を行う半導体素子としては、特に限定されるものではなく、例えば、集積
回路、大規模集積回路、トランジスタ、サイリスタ、ダイオード、固体撮像素子等が挙げ
られる。
　本発明の半導体装置の形態としては、特に限定されないが、例えば、デュアル・インラ
イン・パッケージ（ＤＩＰ）、プラスチック・リード付きチップ・キャリヤ（ＰＬＣＣ）
、クワッド・フラット・パッケージ（ＱＦＰ）、スモール・アウトライン・パッケージ（
ＳＯＰ）、スモール・アウトライン・Ｊリード・パッケージ（ＳＯＪ）、薄型スモール・
アウトライン・パッケージ（ＴＳＯＰ）、薄型クワッド・フラット・パッケージ（ＴＱＦ
Ｐ）、テープ・キャリア・パッケージ（ＴＣＰ）、ボール・グリッド・アレイ（ＢＧＡ）
、チップ・サイズ・パッケージ（ＣＳＰ）等が挙げられる。
　上記トランスファーモールドなどの成形方法で封止された半導体装置は、そのまま、或
いは８０℃～２００℃程度の温度で、１０分～１０時間程度の時間をかけて完全硬化させ
た後、電子機器等に搭載される。
【００２８】
　図１は、本発明に係る半導体装置の一例について、断面構造を示した図である。ダイパ
ッド３上に、ダイボンド材硬化体２を介して半導体素子１が固定されている。半導体素子
１の電極パッドとリード５との間は純銀製ワイヤ４によって接続されている。半導体素子
１は、封止用樹脂組成物の硬化体６によって封止されている。
【実施例】
【００２９】
　以下に本発明の実施例を示すが、本発明はこれらに限定されるものではない。配合割合
は重量部とする。
　実施例１
　（ボンディングワイヤ）
　純銀製ワイヤ（４Ｎ）：純度９９．９９％、線径２５μｍ
【００３０】
　（封止用エポキシ樹脂組成物）
　トリアゾール系化合物１：下記式（２）で示される１，２，４－トリアゾール－５－チ
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オール（試薬）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０５重量部
【化２】

【００３１】
　エポキシ樹脂１：下記式（３）で示されるエポキシ樹脂（三井化学製、Ｅ－ＸＬＣ４Ｌ
。軟化点４４℃、エポキシ当量２３４。）　　　　　　　　　　　　　６．９６重量部
【化３】

【００３２】
　フェノール樹脂系硬化剤２：フェノールビフェニルアラルキル型樹脂（明和化成（株）
製、ＭＥＨ－７８５１ＳＳ。水酸基当量２０３、軟化点６７℃。）　　６．０４重量部
　硬化促進剤１：トリフェニルホスフィン　　　　　　　　　　　　　０．３５重量部
　溶融球状シリカ（平均粒径２２μｍ）　　　　　　　　　　　　　８６．００重量部
　シランカップリング剤：γ－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２０重量部
　カーボンブラック　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２０重量部
　グリセリントリモンタン酸エステル（クラリアントジャパン（株）製、リコルブＷＥ４
。滴点８２℃、酸価２５ｍｇＫＯＨ／ｇ、平均粒径４５μｍ、粒径１０６μｍ以上の粒子
０．０重量％。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２０重量部
をミキサーを用いて混合した後、表面温度が９５℃と２５℃の２本ロールを用いて混練し
、冷却後粉砕してエポキシ樹脂組成物を得た。得られたエポキシ樹脂組成物の特性を以下
の方法で評価した。結果を表１に示す。
【００３３】
　評価方法
　スパイラルフロー：低圧トランスファー成形機（コータキ精機株式会社製、ＫＴＳ－１
５）を用いて、ＥＭＭＩ－１－６６に準じたスパイラルフロー測定用の金型に、金型温度
１７５℃、注入圧力６．９ＭＰa、硬化時間１２０秒の条件でエポキシ樹脂組成物を注入
し、流動長を測定した。単位はｃｍ。８０ｃｍ以下であるとパッケージ未充填などの成形
不良が生じる場合がある。
【００３４】
　耐マイグレーション性：アルミニウム電極パッドを形成したＴＥＧ（ＴＥＳＴ　ＥＬＭ
ＥＮＴ　ＧＲＯＵＰ）チップ試験（３．５ｍｍ×３．５ｍｍ）をリードフレーム（４２ア
ロイ製）のダイパッド部に接着し、ＴＥＧチップのアルミニウム電極パッドとリードフレ
ームの各リードとをワイヤボンディングした。これを、低圧トランスファー成形機（コー
タキ精機株式会社製、ＫＴＳ－１２５）を用いて、金型温度１７５℃、圧力９．８ＭＰａ
、硬化時間２分の条件でエポキシ樹脂組成物により封止成形して、１６ピンＳＯＰ（ｓｍ
ａｌｌ　ｏｕｔ－ｌｉｎｅ　ｐａｃｋａｇｅ）を作製した。作製したパッケージを、１７
５℃、８時間で後硬化した後、導通していない隣同士の端子間に８５℃／８５％ＲＨ中で
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験を行い、初期値の１／１０に抵抗値が低下したものをマイグレーション発生と判定した
。不良時間はｎ＝５ヶの平均値。全てのパッケージで５００時間まで初期値の１／１０ま
での抵抗値低下がなかったものは５００＜とした。
【００３５】
　高温保管特性：アルミニウム電極パッドを形成したＴＥＧチップ（３．５ｍｍ×３．５
ｍｍ）をリードフレーム（４２アロイ製）のダイパッド部に接着し、ＴＥＧチップのアル
ミニウム電極パッドとリードフレームの各リードとをデージーチェーンになるようにワイ
ヤボンディングした。これを、低圧トランスファー成形機（コータキ精機株式会社製、Ｋ
ＴＳ－１２５）用いて、金型温度１７５℃、圧力９．８ＭＰａ、硬化時間２分の条件でエ
ポキシ樹脂組成物により封止成形して、１６ピンＳＯＰ（ｓｍａｌｌ　ｏｕｔ－ｌｉｎｅ
　ｐａｃｋａｇｅ）を作製した。作製したパッケージを、１７５℃、８時間で後硬化した
後、高温保管試験（１８５℃）を行った。配線間の電気抵抗値が初期値に対し２０％増加
したパッケージを不良と判定し、不良になるまでの時間を測定した。不良時間はｎ＝５ヶ
の平均値。単位は時間。全てのパッケージで５００Ｈｒまで不良発生のなかったものは５
００＜とした。
【００３６】
　耐湿信頼性：アルミニウム回路を形成したＴＥＧチップ（３．５ｍｍ×３．５ｍｍ、ア
ルミニウム回路は保護膜なしの剥き出し）をリードフレーム（４２アロイ製）のダイパッ
ド部に接着し、アルミニウムパッドとリードフレームの各リードとをワイヤボンディング
した。これを、低圧トランスファー成形機（コータキ精機株式会社製、ＫＴＳ－１２５）
を用いて、金型温度１７５℃、圧力９．８ＭＰａ、硬化時間２分の条件でエポキシ樹脂組
成物により封止成形して、１６ピンＳＯＰ（ｓｍａｌｌ　ｏｕｔ－ｌｉｎｅ　ｐａｃｋａ
ｇｅ）を作製した。作製したパッケージを、１７５℃、８時間で後硬化した後、ＩＥＣ６
８－２－６６に準拠しＨＡＳＴ（Ｈｉｇｈｌｙ　Ａｃｃｅｌｅｒａｔｅｄ　ｔｅｍｐｅｒ
ａｔｕｒｅ　ａｎｄ　ｈｕｍｉｄｉｔｙ　Ｓｔｒｅｓｓ　Ｔｅｓｔ）試験を行った。試験
条件は１３０℃８５％ＲＨ２０Ｖ印加で回路のオープン不良有無を測定した。１パッケー
ジあたり４端子を持ち１端子でも回路がオープンしたら不良とした。不良時間はｎ＝５パ
ッケージの平均値。単位は時間。全てのパッケージで５００Ｈｒまで不良発生のなかった
ものは５００＜とした。
【００３７】
実施例２～１２、比較例１～６
　表１、２、３の配合に従い、実施例１と同様にしてエポキシ樹脂組成物を得て、実施例
１と同様にして評価した。結果を表１、２、３に示す。
　実施例１以外で用いたボンディングワイヤ及び封止用エポキシ樹脂組成物の原材料を以
下に示す。
　（ボンディングワイヤ）
　銀製ワイヤ（３Ｎ）：純度９９．９％、銅０．１％ドーピング品、線径２５μｍ
【００３８】
　（封止用エポキシ樹脂組成物の原材料）
　含硫黄元素シランカップリング剤１：γ－メルカプトプロピルトリメトキシシラン（信
越化学（株）製、ＫＢＭ－８０３Ｐ。）
　含硫黄元素シランカップリング剤２：ビス（３－トリエトキシシリルプロピル）テトラ
スルファン（（株）ジーイー東芝シリコーン（株）製、Ａ１２８９。）
　トリアゾール系化合物２：下記式（４）で示される３，５－ジメルカプト－１，２，４
－トリアゾール（試薬）
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【００３９】
　エポキシ樹脂２：ビフェニレン骨格を有するフェノールアラルキル型エポキシ樹脂（日
本化薬（株）製、ＮＣ３０００Ｐ。軟化点５８℃、エポキシ当量２７３）
　エポキシ樹脂３：ビフェニル型エポキシ樹脂（ジャパン・エポキシ・レジン（株）製、
ＹＸ－４０００Ｋ。エポキシ当量１９５、融点１０５℃）
　エポキシ樹脂４：ビフェニル型エポキシ樹脂（東都化成（株）、エポトートＹＳＬＶ－
８０ＸＹ。エポキシ当量１９０、融点８０℃以下）
　エポキシ樹脂５：ジシクロペンタジエン変性フェノール樹脂（大日本インキ工業（株）
製、ＨＰ７２００Ｌ。エポキシ当量２４４、融点５３℃）
　エポキシ樹脂６：オルソクレゾールノボラック型エポキシ樹脂（日本化薬（株）製、Ｅ
ＯＣＮ－１０２０　６２。エポキシ当量２００、軟化点６２℃。）
　エポキシ樹脂７：臭素化エポキシ樹脂（日本化薬（株）製、ＢＲＥＮ－Ｓ。エポキシ当
量２８５、軟化点８３℃）
　フェノール樹脂系硬化剤１：フェノールベンズアルデヒド重縮合樹脂（明和化成（株）
製、ＭＥＨ－７５００。水酸基当量９７、軟化点１０７℃。）
　フェノール樹脂系硬化剤３：パラキシレン変性ノボラック型フェノール樹脂（三井化学
（株）製、ＸＬＣ－４Ｌ。水酸基当量１６８、軟化点６２℃。）
　フェノール樹脂系硬化剤４：フェノールノボラック樹脂（住友ベークライト（株）製、
ＰＲ－ＨＦ－３。軟化点８０℃、水酸基当量１０５。）
硬化促進剤２：トリフェニルホスフィンと１，４－ベンゾキノンとの付加物
　三酸化アンチモン
【００４０】
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【表１】

【００４１】
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【００４２】
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【表３】

【００４３】
　実施例１～１２は、電極パッドとリードとを接合するワイヤとして銀純度９９．９９重
量％の純銀製ワイヤ（４Ｎ）を用い、かつ封止用エポキシ樹脂組成物が含硫黄元素化合物
を含むものであり、含硫黄元素化合物の種類と配合割合、エポキシ樹脂とフェノール樹脂
系硬化剤の組合せと配合割合、硬化促進剤の種類、無機充填材の配合割合を変えたものを
含むものであるが、いずれも、良好な耐マイグレーション性、高温保管特性、耐湿信頼性
が得られた。
　一方、含硫黄元素化合物を用いていない比較例１～３では、耐マイグレーション性が劣
る結果となった。また、それに加えて臭素化エポキシ樹脂又は酸化アンチモンを用いた比
較例２、３では、高温保管特性、耐湿信頼性も劣る結果となった。
　また、電極パッドとリードとを接合するワイヤとして銀純度９９．９重量％の銀製ワイ
ヤ（３Ｎ）を用いた比較例４～６では、高温保管特性が劣る結果となった。
【産業上の利用可能性】
【００４４】
　本発明により得られる半導体装置は、半導体素子の各電極とリードとを接合するワイヤ
がマイグレーションを起こし難く、耐湿信頼性、高温保管性に優れたものであるため、工
業的な樹脂封止型半導体装置、特に表面実装用の樹脂封止型半導体装置の製造に好適に用
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いることができる。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本発明に係るエポキシ樹脂組成物を用いた半導体装置の一例について、断面構造
を示した図である。
【符号の説明】
【００４６】
　１　半導体素子
　２　ダイボンド材硬化体
　３　ダイパッド
　４　ワイヤ
　５　リード
　６　封止用樹脂組成物の硬化体

【図１】
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